
近江八幡市災害対策本部システム等整備業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 この要領は、近江八幡市災害対策本部システム等整備業務について、当該業務の目的及び

内容に技術力や豊富な経験等を有するなど最も適した事業者を選定するための公募型プロ

ポーザルの実施について、必要な手続きを定めるものである。 

 

２ 委託業務概要 

(1) 業務名  近江八幡市災害対策本部システム等整備業務委託 

(2) 委託場所 近江八幡市内 

 (3) 委託内容 別紙「近江八幡市災害対策本部システム等整備業務委託共通仕様書」 

のとおり 

(4）委託期間 契約締結日から令和 8 年(2026 年)3 月 31 日まで 

(5) 委託金額 上限額は、179,135 千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とし、 

この金額を超えての提案は失格とする。 

委託金額は、価格提案額を上限として契約する。 

なお、本業務に付随する運用支援保守業務（令和 8 年(2026 年)4 月 1 日

～令和 13 年(2031 年)3 月 31 日）については、本件とは別契約とするが、

評価の対象とする。また、金額は契約時の予定価格を示すものではなく、

提案内容の規範を示すものであることに留意すること。 

(6) 委託契約 本プロポーザルにより選定した事業者を相手方として、地方自治法施行令

（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意

契約を行う。 

(7) 支払条件  支払については、令和 6 年度(2024 年度)から令和 7 年度(2025 年度) 

までにわたる部分支払とする。 

３ 参加資格 

参加者は、次の要件すべてに該当するものに限る。 

(1) 令和 6 年度近江八幡市役務提供入札参加有資格者名簿にシステム開発・改修業務で

登録していること。ただし、登録されていないものは、３.⑽競争参加資格審査申請に

基づき申請を行い、承認を受けること。 

(2) 本市まで概ね２時間圏内に本社又は支社・営業所・事務所を有し、本業務の実施及び

障害発生時の対応等、本市からの連絡を受けてから迅速な対応が可能であること。 

(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

(4) 当該事務の企画提案書の提出期限の日又は落札決定の日において、近江八幡市建設工

事等一般競争入札参加停止及び指名停止基準（平成 22 年近江八幡市告示第 272 号）



に基づく停止措置の期間中でないこと。 

(5) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく清算の開始、破産法（平成 16 年法律第 75

号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の

規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定

による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生

手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したも        

のに限る。）を受けた場合は、この限りでない。 

(6) 自社または自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行っ

ていないこと（落札者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、役員名簿

の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知す

ること） 

(7) 平成 31 年 4 月 1 日以降に、近江八幡市の人口規模と同等もしくは同等以上（人口 8

万人以上）の市町村で以下のシステム構築業務のうち（ア）の構築業務実績があるこ

とを必須とし、併せて（イ）もしくは（ウ）の受託実績があること。 

  （ア）総合防災情報システム 

（イ）災害対策用映像音響システム 

（ウ）災害対策用遠隔会議システム 

 （8）本業務のプロジェクトマネージャ(主たる担当者)は、3 年以上の公共分野における

防災関連システム設計・整備（導入）の職務経験を有すること。なお、プロジェクト

マネージャは、定期報告会に必ず出席するほか、市の連絡窓口を担うことを求める。  

（9） 一般社団法人日本情報経済社会推進協議会指定のプライバシーマークまたはＩＳ

ＭＳの認定を受けており、定期的に更新がされていること。 

（10）競争参加資格審査申請 

当該業務の参加希望者のうち、令和 6 年度近江八幡市役務提供入札参加有資格者名

簿にシステム開発・改修業務で登録されていないものは、次のとおり申請すること。 

・ 申請書の受付期間及び受付場所 

     受付期間 令和 6 年(2024 年)10 月 23 日（水）午前 9 時から午後 5 時まで 

受付場所 近江八幡市危機管理課 

提出書類 別途定める近江八幡市災害対策本部システム等整備業務委託における

公募型プロポーザル参加資格審査申請書提出要項のとおり 

・ 競争参加資格審査申請時に発行する受領書は、申請書の内容を確認したものでは

ない。 

・ 受付後、プロポーザルに参加するための参加資格を審査し、参加資格を有する 

と認めたものをプロポーザル参加対象者とし、令和 6 年(2024 年)10 月 25 日（金）



までにメールにより通知し、後日原本を郵送する。 

・ この申請により認めた競争参加資格については、当該プロポーザルのみ有効とす

る。 

（11） 本業務に係る近江八幡市災害対策本部システム等整備事業業務委託業者選定委員

が所属する事業者でないこと及びその事業者と資本又は人事面において関連があ

る事業者でないこと。本業務に参加意向がある者は、参加意向申出書（様式第１号）

を提出するまでに該当するか否かを担当部局まで問い合わせること。 

なお、「資本又は人事面において関連がある事業者」とは、次の①又は②に該当

する事業者である。 

①当該事業者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその

出資の総額 100 分の 50 を超える出資をしている事業者 

②事業者の代表権を有する役員が当該事業者の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合における当該事業者 

４ 一般事項 

（1） 日程 

・ 実施公示日（公表） 令和 6 年(2024 年)10 月 18 日（金） 

・ 質問受付期間 令和 6 年(2024 年) 10 月 18 日（金）～ 

令和 6 年(2024 年)10 月 24 日（木）午後 5 時必着 

・ 競争参加資格審査申請 令和 6 年(2024 年) 10 月 23 日（水）午後 5 時まで 

・ 競争参加資格審査結果通知 令和 6 年(2024 年) 10 月 25 日（金） 

・ 質問書の回答 令和 6 年(2024 年) 10 月 28 日（月） 

・ 参加意向申出書提出期限 令和 6 年(2024 年) 10 月 29 日（火）午後 5 時 

・ 参加資格確認結果通知 令和 6 年(2024 年) 10 月 31 日（木） 

・ 提案書の提出期限 令和 6 年(2024 年)11 月 7 日（木）午後 5 時必着 

・ 選定委員会 令和 6 年(2024 年) 11 月 15 日（金） 

・ 結果公表 令和 6 年(2024 年) 11 月 19 日（火）予定 

（2） 実施要領、様式の公表及び配布 

・ 配布期間 令和 6 年(2024 年)10 月 18 日（金）～ 

令和 6 年(2024 年)10 月 24 日（木） 

・ 配布方法 本市ホームページからダウンロードすること。 

近江八幡市公式ホームページ 危機管理課掲載 

（URL https://www.city.omihachiman.shiga.jp/）→各課の窓口→課 

 

５ 質問書の提出方法 

（1） 受付期間 令和 6 年(2024 年)10 月 18 日（金）～ 



令和 6(2024 年)年 10 月 24 日（木）（午後 5 時必着） 

（2） 提出方法 質問がある場合は、質問書（様式第 3 号）を電子メールにより提出す

ること。 

※メールタイトルを「プロポーザル質問書（事業者名）」とし、担当課

へ電話で受信の確認を行うこと。 

（3） 回答日 令和 6 年(2024 年)10 月 28 日（月） 

（4） 回答方法 提出されたすべての質問に対し、質問者へは電子メールにて回答する

とともに、市ホームページに掲載する。なお、競争参加資格審査で参加

資格を有しないとした者の質問及び回答は記載しない。 

 

６ 参加意向申出書の提出方法 

（1） 提出期限 令和 6 年(2024 年)10 月 29 日（火）午後 5 時必着 

（2） 提出方法 持参、郵送（書留郵便に限る）、宅配便又は電子メールとする。電子メ

ールによる提出の場合は、社印を押印したものを PDF 形式で送信のう

え、担当部局へ電話で受信の確認を行うこと。 

（3） 提出書類  

・参加意向申出書（様式第 1 号） 

・会社案内及び会社概要 

・業務実績（様式第 2 号）及び契約書写し 

・一般社団法人日本情報経済社会推進協議会指定のプライバシーマークまたはＩ

ＳＭＳの認定取得証明書の写し 

（4） 提出部数 各 1 部 

（5） 参加資格確認結果通知 提出された書類について参加資格の確認を行い、プロポ

ーザル参加資格確認結果通知書を令和 6 年(2024 年)10 月 31 日（木）までに電子

メールにより送付し、後日郵送でも送付する。なお、通知内容の異議申し立ては受

理しない。 

 

７ 企画提案書の提出方法 

（1） 提出期限 令和 6 年(2024 年)11 月 7 日（木）（午後 5 時必着） 

（2） 提出方法 持参、郵送（書留郵便に限る）又は宅配便とする。分割提出は認めな

い。 

※持参の場合、受付は平日の午前 9 時から午後 5 時までとする。 

※郵送又は宅配便の場合は、封筒の表に「企画提案書在中」と朱書きすること。 

（3） 提出書類 

    ・ 企画提案書（様式第 4 号） 



    ・ 参考見積書（様式第 7 号） 

（4） 提出部数 正本各 1 部、企画提案書のみ副本 8 部 

 

８ 担当部局（書類の提出先） 

〒523-8501 滋賀県近江八幡市小船木町 819 番地  

近江八幡市危機管理課 

電話 0748-33-4192 

E-Mail 010409@city.omihachiman.lg.jp 

 

９ 提出書類の作成要領 

（1） 提出書類の内容と規格 

№ 様式 内容 規格 部数 

① 様式第 1 号 参加意向申出書 Ａ４版縦・横書き・1 頁 「正本」1 部 

② 様式第 2 号 業務実績 Ａ４版縦・横書き・1 頁 「正本」1 部 

③ 様式第３号 質問書 Ａ４版縦・横書き・必要数 「正本」1 部 

④ 様式第４号 企画提案書 

Ａ４版縦もしくは横・表

紙、目次を除き 100 頁以内 

（一部Ａ３判も可能とす

るが、Ａ３判１頁はＡ４判

２頁分とする。） 

「正本」1 部 

「副本」8 部 

※副本について

は、正本を 30 頁

以内に要約 

⑤ 様式第５号 技術者届 Ａ４版縦・横書き・1 頁 「正本」1 部・ 

⑥ 様式第６号 技術者経歴書 Ａ４版縦・横書き・必要数 「正本」1 部 

⑦ 様式第７号 参考見積書 Ａ４版縦・横書き・必要数 「正本」1 部 

⑧ 

仕様書 

【別紙２】 

【別紙５】 

【別紙７】 

各システム機能評価

一覧表 

Ａ４版縦・横書き 「正本」各 1 部 

※「副本」は、電子媒体（CD-R 又は DVD-R・1 枚）により PDF データを合わせて提

出すること。 

（2） 留意点 

① 参加意向申出書（様式第 1 号） 

      指定された項目に記載し、押印すること。 

② 業務実績（様式第 2 号） 

平成 31 年 4 月 1 日以降に、近江八幡市の人口規模と同等もしくは同等以上（人



口 8 万人以上）の市町村で以下のシステム構築業務のうち（ア）の構築業務実績

があることを必須とし、併せて（イ）もしくは（ウ）の受託実績を 5 件以内で記

載し、契約書の写しを添付すること。 

（ア）総合防災情報システム 

（イ）災害対策用映像音響システム 

（ウ）災害対策用遠隔会議システム 

    ③ 質問書（様式第３号） 

      質問がある場合、質問事項を記載すること。質問がない場合は提出不要。 

④ 企画提案書（様式第４号） 

・ 仕様書の内容に基づき、本業務に対する取組姿勢、方針及び支援内容について

具体的な提案を行うこと。 

・ 業務実施体制について、予定する担当技術者氏名をすべて記載し、それぞれの

専任もしくは他業務と兼任の区別を明記すること。 

・ 文章を補完するため、カラー写真やイラスト及びイメージ図等を使用するなど

読み易さに配慮し、簡潔に記載すること。 

・ 企画提案書の内容は、業務を実施するうえでの基本的な考え方や手法等を審査

するためのものとすることから、構成及び表現は自由とする。 

・ 副本については、正本を 30 頁以内に要約し提出すること。 

・ 仕様書記載の内容以外に、この業務の目的を達成するための有効な方法がある

場合は、積極的な提案を求める。 

⑤ 参考見積書（様式第７号） 

企画提案書に記載する内容を踏まえ、下記について見積もること。 

・ 本業務に係る経費（消費税込） 

設計・構築・機器等保守[引渡し～令和 13 年(2031 年)年 3 月 31 日] 

運用支援保守[運用開始～令和 8 年(2026 年)3 月 31 日] 

・ 本業務に付随する業務＜別契約＞に係る経費（消費税込） 

運用支援保守[令和 8 年(2026 年)4 月 1 日～令和 13 年(2031 年)3 月 31 日] 

 

１０ 選定委員会の実施 

提出書類をもとに、選定委員会が評価を行うためのプレゼンテーション及びヒアリン

グを実施する。 

（1） 出席者 担当技術者を含め 7 名以内とする。必ず本提案の実担当者(委託業務実施

者)がプレゼンテーションを行うこと。 

（2） 実施方法 

・ プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び留意事項は、企画提案書提出者



に対し別途通知する。 

・ プレゼンテーションは、企画提案書副本の内容の範囲内で行うこととし、追加

資料の提出は認めない。 

・ 原則として各者準備（5 分）、45 分のプレゼンテーション（30 分）及びヒアリ

ング（15 分）とし、順次個別に行うものとし、撤収（5 分）とする。 

（3） 準備物  

プレゼンテーションに使用する備品として、プロジェクター（HDMI 端子で接

続可能）、スクリーン、テーブル、椅子、電源タップおよびマイクは、選定委員会

で準備するが、その他必要なものは各自準備すること。 

 

１１ 審査方法 

審査は、次に掲げる評価項目ならびに評価の視点により非公開で実施する。審査方法

は、各評価項目に対する総得点を参考に、選定委員会の合意により決定するものとする。 

   

分類 評価項目 評価の視点 配分 

組織・体制 

提案コンセプト 

本市の災害対応業務における課題や導

入目的を踏まえ、本業務の基本方針を理

解し、その内容の実現コンセプトに基づ

いた提案である。 

15％ 

組織 
本業務の実施において、必要となる機能

や資質を組織として備えている。 

実績 

新しい庁舎に求められる災害対策本部

システム整備において必要となる実績

を備えている。 

人員体制 

本プロジェクトを円滑に進めるための

実行体制（メンバー選定、資格、実績等）

となっている。 

設計・構築 

システム設計方

針 

仕様を踏まえ、コンセプトに沿ったシス

テム整備が具体的に実装されている。 

5％ 
工程計画 

リスクを踏まえ、確実な実行に繋がる工

程計画がある。 

プロジェクト進

行 

高い品質を維持しつつ、職員の負担軽減

に繋がるプロジェクト進行となってい

る。 



機器・機能選定 

映像音響システ

ム 

災害対策本部、各学区現地本部等で、円

滑な映像配信をリアルタイムで情報共

有が可能となり、災害対策本部室及びオ

ペレーションルームで明瞭な音響環境

の実現及び操作性に優れた提案がある。 

42％ 

遠隔会議システ

ム 

災害対策本部、各学区現地本部、現地対

応班等との情報共有に対する優れた提

案がある。 

総合防災情報シ

ステム 

本市が求める機能に対して、理解があ

り、災害発生から災害対応完了まで一元

的に管理され、対応状況が時系列及び地

図上で確認できるとともに、平時におい

ても有効に活用できる優れた提案であ

る。 

運用 
障害対応 

運用支援 

運用効果を最大化しつつも、職員の負担

を軽減するための提案がある。障害時の

対応について信頼性の高い提案がある。 

10％ 

その他追加提案 
上記項目以外の

追加提案 

採用を検討したくなる魅力的な追加提

案がある。 
5％ 

プレゼンテーシ

ョン 

取り組み意欲が感じられる。 

3％ 説明が分かり易く理解しやすい。 

信頼でき実行力が感じられる。 

価格 

設計・構築 本業務（設計・構築令和 8 年(2026 年)3

月 31 日まで）分の金額(提案金額)につ

いて、次の式により得点を算出する。金

額は、消費税及び地方消費税相当額を含

むものとする。 

得点＝100 点×(１－提案金額/提案上限

金額) 
20％ 

運用保守 本業務（設計・構築・令和 13 年(2031 年)3

月 31 日までの機器保守、運用支援保守

のうち令和 8 年(2026 年)3 月 31 日まで）

分と付随する別契約の運用支援保守(令

和 8 年(2026 年)4 月 1 日から令和 13 年



(2031 年)3 月 31 日まで)分の合算した金

額(提案金額)について、次の式により得

点を算出する。金額は、消費税及び地方

消費税相当額を含むものとする。 

得点＝100 点×(１－提案金額/各者提案

金額の平均金額) 

 

１２ 審査結果 

(1) 審査結果は、確定後、企画提案書提出者に対して文書で通知する。 

(2) 審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

 

１３ 提案者の特定 

審査結果に基づき、優先交渉権者 1 者及び次点 1 者を特定する。なお、優先交渉権者

との契約が不調となった場合には、次点者と交渉を行う。 

なお、参加者が 1 者のみの場合であっても内容の審査及び評価を行い、価格評価を除

く項目が基準（合計の 6 割）を満たしていると判断した場合は、優先交渉権者として特定

する。 

 

１４ 無効となるプロポーザル 

次のいずれかに該当する場合は無効となる場合があるので留意すること。 

(1) 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載がある場合 

(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合 

(4) 会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）の適用を申請するなど、契約を履行するこ

とが困難と認められる状態に至った場合 

   (5) 選定委員会委員と不正な接触をするなど、審査の公平性に影響を与える行為があっ

た場合 

(6) 公共事業に関して、違法行為等により指名停止などの処分を受けている場合 

(7) その他要領に違反した場合 

 

１５ その他 

本プロポーザルの実施に関し、次の事項について承知のこと。 

(1) 本プロポーザルの結果は、ホームページ等によって公表する。 

(2) プロポーザルに関する一連の資料は、近江八幡市情報公開条例等の法令に基づき、

公表される場合がある。 



(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

(4) 企画提案書の著作権は、それぞれの制作者に帰属するが、選定を行う作業に必要な

範囲においては、無断・無償で複製を作成することがある。なお、採用された企画提

案書の著作権は近江八幡市に帰属するものとする。 

(5) 企画提案書は返却しない。 

(6) 今後想定される一連の委託業務に際しては、企画提案書中に記載された担当者につ

いては変更を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、本市がやむを

得ないと認めた場合はこの限りではない。 

(7) 本プロポーザルに係る事前説明会は開催しない。質問がある場合は、質問書（様 

式第 3 号）を提出すること。 

(8) 工事に相当する部分においては、建築業法に基づく適正な施工体制で行い、アスベ

スト事前調査が必要な場合は、実施すること。 

(9) 新庁舎の引き渡しが令和 7 年 11 月末予定となっていることを考慮した構築計画を

立て、実施すること。 


